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令和７年７月 11日 

市内障害児通所支援事業所 管理者 様 

市内障害児相談支援事業所 管理者 様 

 

こども青少年局 障害児福祉保健課長 

 

教員による性的画像撮影事案を踏まえた緊急対応について（依頼） 

 

 平素より、横浜市の児童福祉行政に御理解・御協力いただきありがとうございます。 

 報道等により御承知のとおり、本市及び名古屋市において、教員が「性的姿態等撮影罪」及び

「性的影像記録提供罪」の容疑で逮捕されるという、極めて遺憾な事案が発生いたしました。 

 この事案を受け、こどもたちの安全・安心を守るとともに、保護者をはじめとする関係者の皆

様の不安を少しでも解消することを目的として、以下について、速やかに御対応いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

１ 点検の実施等について 

 施設全体において、カメラ等の不審な機器が設置されていないか、７月 25日（金）までに複

数人で点検を実施し、発見された場合には速やかに、警察等の関係機関へ通報するとともに、

障害児福祉保健課へ御報告をお願いします。 

 なお、日常的な室内清掃、整理整頓においても、不審な機器等の有無に御留意ください。 

 

２ 私用端末（スマートフォン等）の使用について 

 障害児通所支援事業所では、横浜市放課後等デイサービスガイドラインにおいて、「業務中の

個人携帯電話の携帯は、禁止する」としています。 

 障害児相談支援事業所では、ガイドライン等において定めてはいませんが、事業所で使用ル

ールを定め、職員間で共有し、使用ルールを遵守していることの相互確認をお願いいたします。 

 

３ 業務用カメラ等の管理、撮影データの確認について 

 業務用カメラ、携帯、タブレット、SD カード、USB メモリ等が私的に持ち出されていない

か、それらに不適切な画像データが保存されていないかを複数人で点検してください。また、

管理ルールを確認するなど、適正な管理を徹底していただきますようお願いします。 

 

４ その他 

 点検を実施する中で、懸念される事項や御不明な点がありましたら御相談ください。 

 

 

【担当】 

こども青少年局 障害児福祉保健課 菅原、山田、川上 

電 話 045-671-4274 

メール kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp 


